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２００１．４．１（４）

１
、
廃
棄
す
る
家
電
製
品
は
家
電

製
品
を
買
っ
た
お
店
か
、
新
し
く

買
い
替
え
る
お
店
が
引
き
取
り
ま

す
。

２
、
買
い
替
え
で
は
な
く
、
過
去

に
家
電
製
品
を
買
っ
た
お
店
が
廃

業
し
た
り
、
購
入
者
が
引
っ
越
し

て
店
が
遠
方
に
な
っ
た
り
し
た
場

合
は
次
の
方
法
で
引
き
渡
し
て
下

さ
い
。

	１
引
き
取
り
に
き
て
ほ
し
い
と
き

Ａ
表
の
業
者
に
連
絡
し
、
リ
サ
イ

ク
ル
券
を
郵
便
局
で
購
入
し
て
下

さ
い
。

○
収
集
運
搬
料
金
（
税
込
み
）

エ
ア
コ
ン
�
１
５
０
０
円
程
度
、

テ
レ
ビ
�
２５
イ
ン
チ
以
下
…
１
０

０
０
円
程
度
／
２６
イ
ン
チ
以
上
…

１
５
０
０
円
程
度
、
冷
蔵
庫
�
２

５
０
㍑
以
下
…
１
５
０
０
円
程
度

／
２
５
１
㍑
以
上
…
２
５
０
０
円

程
度
、
洗
濯
機
�
１
５
０
０
円
程

度○
持
ち
出
し
場
所

一
戸
建
て
の

場
合
は
家
の
外
の
収
集
し
や
す
い

場
所
ま
で
出
し
て
お
い
て
下
さ

い
。
集
合
住
宅
の
場
合
は
１
階
の

わ
か
り
や
す
い
所
に
出
し
て
お
い

て
下
さ
い
。

○
追
加
料
金

家
の
中
か
ら
の
収

集
や
２
階
以
上
の
階
段
使
用
な
ど

の
場
合
は
収
集
運
搬
料
金
程
度
の

追
加
料
金
が
必
要
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

	２
自
分
で
持
ち
込
み
た
い
と
き

Ｂ
表
の
小
売
店
に
事
前
に
連
絡
し

持
ち
込
み
を
し
て
下
さ
い
。
リ
サ

イ
ク
ル
券
は
Ｂ
表
の
小
売
店
が
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

○
持
ち
込
み
料
金
（
税
別
）

エ

ア
コ
ン
�
１
２
０
０
円
程
度
、
テ

レ
ビ
�
２５
イ
ン
チ
以
下
…
８
０
０

円
程
度
／
２６
イ
ン
チ
以
上
…
１
３

０
０
円
程
度
、
冷
蔵
庫
�
２
５
０

㍑
以
下
…
１
２
０
０
円
程
度
／
２

５
１
㍑
以
上
…
１
８
０
０
円
程

度
、
洗
濯
機
�
９
０
０
円
程
度

※
こ
の
ほ
か
に
�１
�２
共
リ
サ
イ
ク

ル
料
金
が
必
要
で
す
。

�問
環
境
総
務
課
�
７
９
７
・
７
１

１
２

平
成
１３
年
度

介
護
保
険
料
の

お

知

ら

せ

平
成
１３
年
度
の
第
１
号
被
保
険

者
の
保
険
料
は
、
４
月
か
ら
９
月

ま
で
の
半
年
間
は
本
来
の
額
の
半

額
に
な
り
、
１０
月
か
ら
本
来
の
額

に
な
り
ま
す
の
で
全
体
と
し
て
４

分
の
３
に
軽
減
さ
れ
ま
す
�
表
１

・
２
。

保
険
料
の
決
定
は
、
平
成
１２
年

分
の
合
計
所
得
金
額
及
び
住
民
税

課
税
状
況（
世
帯
員
を
含
む
）が
確

定
す
る
６
月
に
な
り
ま
す
の
で
、

普
通
徴
収
の
方
へ
の
納
入
通
知
書

兼
決
定
通
知
書
、
特
別
徴
収
の
方

へ
の
特
別
徴
収
決
定
通
知
書
は
そ

れ
ぞ
れ
７
月
に
送
付
し
ま
す
。

○
普
通
徴
収
対
象
者
の
方
へ

納
入
通
知
書
に
よ
り
７
月
・
８

月
・
９
月
・
１０
月
・
１１
月
・
１２
月

・
１
月
・
２
月
の
８
期
に
分
け
て

金
融
機
関
等
に
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
口
座

振
替
の
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い
る

方
は
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
特
別
徴
収
対
象
者
の
方
へ

平
成
１２
年
度
の
保
険
料
を
年
金

か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
さ
れ

て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
原
則
と

し
て
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
４
月

・
６
月
・
８
月
・
１０
月
・
１２
月
・

２
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
６

回
に
分
け
て
特
別
徴
収
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

仮
徴
収
と
本
徴
収
に
つ
い
て

年
額
保
険
料
の
決
定
が
６
月
に

な
り
ま
す
の
で
特
別
徴
収
の
方
は

４
月
・
６
月
・
８
月
の
３
回
は
、

平
成
１２
年
度
の
２
月
と
同
額
を
特

別
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

（
こ
れ
を
仮
徴
収
と
い
い
ま
す
）。

そ
の
後
、
決
定
し
た
年
額
保
険
料

か
ら
仮
徴
収
し
た
額
を
差
し
引
い

た
残
り
の
額
を
１０
月
・
１２
月
・
２

月
の
３
回
に
分
け
て
特
別
徴
収
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
こ
れ
を
本

徴
収
と
い
い
ま
す
）
�
表
３
。

○
第
１
号
被
保
険
者
の

資
格
を
取
得
さ
れ
た
方

平
成
１２
年
度
中
に
６５
歳
に
な
ら

れ
た
方
と
他
市
か
ら
町
田
市
に
転

入
さ
れ
た
６５
歳
以
上
の
方
で
、
平

成
１３
年
４
月
１
日
現
在
、
老
齢
・

退
職
年
金
を
受
給
し
て
い
て
、
平

成
１３
年
６
月
か
ら
平
成
１４
年
５
月

ま
で
の
間
に
１８
万
円
以
上
受
給
さ

れ
る
方
は
、
７
月
・
８
月
・
９
月

の
３
期
は
普
通
徴
収
に
な
り
、
１０

月
か
ら
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
。

�問
高
齢
者
介
護
課
�
７
２
１
・
３

１
３
６

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦

覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

は
、固
定
資
産
を
お
持
ち
の
方
に
、

納
税
通
知
書
を
お
送
り
す
る
前

に
、
あ
ら
か
じ
め
課
税
台
帳
の
内

容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

制
度
で
す
。
縦
覧
で
き
る
方
は
、

固
定
資
産
の
所
有
者
（
納
税
義
務

者
）
と
そ
の
代
理
人
（
同
居
の
家

族
及
び
納
税
管
理
人
以
外
の
方
は

委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任
届
が

必
要
）
で
す
。
ま
た
、
平
成
１３
年

度
に
つ
い
て
は
地
方
税
法
に
基
づ

き
、
市
内
全
域
に
つ
い
て
、
地
価

の
下
落
に
と
も
な
う
価
格
の
見
直

し
を
行
い
ま
し
た
。
新
た
な
固
定

資
産
税
路
線
価
を
公
開
し
て
い
ま

す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

な
お
、
宅
地
及
び
宅
地
並
み
評

価
土
地
（
宅
地
比
準
土
地
）
に
つ

い
て
は
、
税
負
担
の
調
整
措
置
を

と
っ
て
い
る
た
め
、
価
格
が
下
落

し
た
土
地
で
も
税
額
は
前
年
度
よ

り
も
減
少
す
る
と
は
限
ら
ず
、
据

え
置
か
れ
る
場
合
や
な
だ
ら
か
に

上
昇
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

課
税
資
産
明
細
書
に
つ
い
て

は
、
５
月
初
旬
に
納
税
通
知
書
に

同
封
し
て
送
付
す
る
予
定
で
す
。

○
期
間

４
月
２
日
（
月
）
〜
２３

日
（
月
）

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

○
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後

５
時

○
縦
覧
場
所

資
産
税
課
（
市
役

所
６
階
）

�問
資
産
税
課
�
７
２
２
・
３
１
１

１
内
線
２
３
３
１
〜
８

国
民
健
康
保
険
証

４
月
か
ら
新
し
い
保

険
証
に
変
わ
り
ま
す

【
新
し
い
保
険
証
は
３
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
し
た
】

今
ま
で
お
使
い
の
国
民
健
康
保

険
証
は
３
月
３１
日
で
有
効
期
限
が

切
れ
ま
し
た
。４
月
１
日
か
ら
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
使
い
下

さ
い
。
な
お
、
ご
使
用
の
前
に
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
等
を
確
認

し
て
下
さ
い
。

届
い
て
い
な
い
方
は
、
国
民
健

康
保
険
課
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

期
限
切
れ
の
保
険
証
は
、
４
月

１
日
以
降
、
国
民
健
康
保
険
課
・

市
民
課
・
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
お

返
し
下
さ
い
（
郵
送
可
）。

※
�退
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険

者
証
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
長
年

会
社
等
に
お
勤
め
に
な
り
、
被
用

者
年
金
を
受
け
て
い
る
方
と
そ
の

被
扶
養
者
の
方
で
す
。
老
人
保
健

法
の
対
象
と
な
る
方
は
除
か
れ
ま

す
。

�問
国
民
健
康
保
険
課
�
７
２
４
・

２
１
２
４

地
価
公
示
価
格

閲
覧
で
き
ま
す

３
月
２３
日
に
国
土
庁
か
ら
平
成

１３
年
の
地
価
公
示
価
格
が
発
表
さ

れ
ま
し
た
。
地
価
公
示
価
格
の
閲

覧
は
、
都
市
計
画
課
（
市
役
所
４

階
）
で
で
き
ま
す
。

な
お
、
４
月
３
日
（
火
）
午
前

１０
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
市
役

所
１
階
ロ
ビ
ー
で
不
動
産
鑑
定
士

に
よ
る
不
動
産
無
料
相
談
会
を
行

い
ま
す
。

�問
都
市
計
画
課
�
７
２
４
・
２
１

５
５

粗
大
ご
み
収
集
を
依
頼
さ
れ
る

方
で
市
外
局
番
か
ら
電
話
を
お
か

け
の
方
は
、０
４
２
・
７
９
７
・
１

６
５
１
で
お
願
い
し
ま
す
。
旧
来

の
市
外
局
番
０
４
２
７
の
次
に
７

９
７
を
か
け
る
間
違
い
電
話
が
多

く
市
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

中
町
第
２
庁
舎
駐
車
場

利

用

開

始

中
町
分
室
解
体
工
事
が
終

了
し
ま
し
た
の
で
、
中
町
第

２
庁
舎
駐
車
場
を
４
月
２
日

か
ら
利
用
開
始
し
ま
す
。

�問
管
財
課
�
７
２
４
・
２
１

６
５

お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に



粗
大
ご
み
収
集
依
頼
時
の
受
付
電
話
は

�
０
４
２
・
７
９
７
・
１
６
５
１

エ
ア
コ
ン
・
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機

廃
棄
す
る
家
電
製
品
の

引
き
渡
し
方
法

Ａ引き取りにきてほしいときの収集運搬業者一覧表
収集曜日

月～土

金
土※

月～日

月～日
月～土

月～土
月～土

※土曜日以外でも収集可能なときがありますので、ご相談下さい。

Ｂ自分で持ち込みたいときの家電小売店一覧表（家電リサイクル推進協力店）
定休日

火
水

水

水
水

日
日

木

木
日

営 業 時 間

午前９時～午後８時
午前９時～午後６時４５分

午前９時～午後８時

午前１０時～午後８時
午前９時～午後８時

午前１０時～午後８時
午前１０時～午後８時

午前１０時～午後７時

午前１０時～午後７時
午前１０時～午後７時

受 付 時 間

午前８時３０分～午後５時

午前８時３０分～午後５時
午前８時～午後６時

午前９時～午後５時

午前８時３０分～午後５時
午前９時～午後５時

午前９時～午後５時
午前８時～午後４時３０分

電 話 番 号

０４２・７９１・１７３４
０４２・７９３・２２７８

０４２・７３５・２８９０

０４２・７３５・２９６０
０４２・７３４・２１６０

０４２・７２７・２７０１
０４２・７２９・６０００

０４２・７２５・２７６２

０４２・７２７・１５７７
０４２・７９６・４５５８

受 付 曜 日

月～土

月～土
月～土（祝日を除く）

月～土（祝日を除く）

月～金
月～土（祝日を除く）

月～土（祝日を除く）
月～金（祝日を除く）

住 所

図師町１７８４―１
忠生４―１―３

鶴川２―１４―１０

鶴川５―７―５
野津田町３２１０―２４０

玉川学園２―１１―２４
玉川学園２―１―３２

本町田藤の台団地１―５１―１０４

木曽町４９６
金森１７２２―８

電 話 番 号

０４２・７９１・９１０１

０９０・１８４３・７７２５
０９０・１４５７・５４８６

０９０・３２１６・８５５３

０４２・７３４・８８２６
０４２・７８９・０４２５

０４２・７２６・２６４７
０４２・７２２・１９７３

業 者 名

マキ電化
�株ヤマグチ
�有セキ電器
�有ファミリーライフミヤデン
ナカワタリ電化

東京電化
�有設楽電気
�有志村商会
佐藤でんき
電気の総合サービスＥＣＳ

業 者 名

（有）アース

（有）金井商会
（有）ケィニーズ

（有）小林サービス

（有）佐々木商事
（株）三櫻

（株）三凌商事
（株）町田清掃社

表１ 年度別保険料 （単位：円）

年 額 保 険 料

１４年 度
本来の額

１９，８００

２９，７００

３９，６００

４９，５００

５９，４００

表２

平成１４年度

本来の保険
料を負担

４月

表３ 第３段階の方の参考例 （単位：円）

本 徴 収

２月

３，３００

６，６００

６，６００

１２月

３，３００

６，６００

６，６００

１３年 度
�に軽減

１４，８００

２２，２００

２９，７００

３７，１００

４４，５００

平成１３年度 ３／４に軽減

本来の保険
料を負担

１０月

３，３００

６，６００

６，６００

１２年 度
�に軽減

４，９００

７，４００

９，９００

１２，３００

１４，８００

仮 徴 収

８月

保険料の負担なし

３，３００

６，６００

前年度の２月と同額の
月額保険料になります

保険料の負担なし

保険料の半額を負担

６月

３，３００

６，６００

要 件

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世
帯全員が住民税非課税

世帯全員が住民税非課税

本人が住民税非課税

住民税課税で前年の合計
所得金額が２５０万円未満

住民税課税で前年の合計
所得金額が２５０万円以上

４月

３，３００

６，６００

平成１２年度 １／４に軽減

年額保険料

９，９００

２９，７００

３９，６００

段 階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

年度

１２年度

１３年度

１４年度

平成１４年４月１０月平成１３年４月１０月


